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「第４期宮城県文化芸術振興ビジョン（中間案）」に対するパブリックコメントの結果と 

御意見・御提言に対する宮城県の考え方 

 

令８年２月１３日 

 

 

 宮城県では、「第４期宮城県文化芸術振興ビジョン（中間案）」について、令和７年１０月１５日から令和７

年１１月１４日の間、ホームページ等を通じ県民のみなさまの御意見等を募集しました。 

 この結果、２人、１団体から合計１３件の貴重な御意見・御提言を頂きました。 

 

 頂きました御意見等につきましては、ビジョン最終案の調製にあたり参考とさせていただきました。御協力

ありがとうございました。 

 

 頂きました御意見等に対する宮城県の考え方につきまして、以下のとおり回答いたします。 

 

 

 

No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

１ 第二章 

１ 文化芸術

を取り巻く環

境の変化 

３ 

記載されている内容は宮城県特

有の問題ではなく、東北、ひいて

は全国的に抱えている問題である

が、とりわけ宮城県においては仙

台市への人口集中、そして、仙台

市においても人口減少が起きてお

り、県全体として見た場合の仙台

市との地域格差がより大きくなっ

ており、これは同じ東北他県と比

べても、宮城県独自の問題点では

ないかと考えている。 

御意見いただいたとおり、仙台市

への人口の一極集中は、宮城県独自

の特徴であると考えております。県

といたしましては、県民が居住する

地域にかかわらず、文化芸術作品を

創作し発表や鑑賞を行う場が整って

いると感じられることは重要と考

え、Ｐ４４に掲載した全体指標の２

に当該項目を設定しているほか、P

１１の（３）「県内の文化活動の状

況」に記載のとおり、県内各地でア

ウトリーチやワークショップ等を開

催し、県民が居住地に関わらず文化

芸術に触れられるよう創作や鑑賞機

会の拡充に取り組んでおります。今

後も文化芸術の地域格差の縮小を意

識して施策を推進してまいります。 
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No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

２ 第二章 

５ 文化芸術

を振興する意

義 

２４ 

これは宮城県のみならず全国で

共通していることだが、生きるこ

とそのものへの「不安」がさらに

増してきている中で、ここに記載

されている４項目について、特

に、 

●文化芸術は、創造力と感性に富

んだ豊かな人間性を養うものであ

り、人々に感動や精神的な安らぎ

をもたらすなど、人が人らしく生

きるための糧となるものです。 

●文化芸術が生み出すコミュニケ

ーションは、人と人とを結びつ

け、相互に理解し、尊重し合う土

壌を提供するものであり、人々が

協働し、共生する地域社会の基盤

となるものです。 

●文化芸術の交流を通じて、国内

外の地域と互いの文化芸術を理解

し、尊重し、多様性を認め合うこ

とは、平和の礎となり、相互理解

の促進や地域の活性化につながる

ものです。 

これらの３つは、前述でも述べ

た「不安」を解消することに大い

に役立つのではないか。 

御指摘のとおり、昨今の社会情勢

の中で、文化芸術の持つ力を活用す

ることは重要と考えており、県とい

たしましても、文化芸術の社会包摂

機能を活用した取組や多文化共生・

相互理解を推進する取組等を通し、

社会不安の解消に文化芸術の持つ力

を活用できるよう施策を推進してま

いります。 

特に、新県民会館は民間非営利活

動プラザとの複合施設であることか

ら、ＮＰＯと連携し多文化共生や相

互理解の促進に文化芸術の持つ力を

活用できるよう努めてまいります。 

３ 第３章 

２ めざす姿 

２６ 

この中で描かれている「文化芸

術関係者」は、プレイヤー視点で

の表記になっていると感じ取れ

た。文化芸術関係者は、プレイヤ

ーとそれを受け入れるディレクタ

ー側、パフォーマンス等において

は、さらに下支えとなる様々な技

術支援者がそこには存在してお

り、プレイヤーばかりを育てるの

ではなく、ディレクターを始めと

する運営側の受け皿団体も育てて

いくこと、その大切さも意識した

内容となって欲しいと切に願う。 

御意見いただいたとおり、文化芸

術の振興においては、ディレクター

や企画者、文化施設関係者等、アー

ティストと地域住民の橋渡しを担う

方々が、住民が文化芸術に触れる機

会の拡充や文化芸術の裾野拡大等に

おいて重要な役割を担っていると考

えることから、下記の内容を P２６

「文化芸術関係者」の欄に追記しま

した。 

「芸術家と県民等をつなぐ中間支援

人材が活発に活動し文化芸術が開か

れたものになっている。」 
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No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

４ 第３章 

めざす姿 

２６ 

経済活動の部分の側面について

は「観光ドメイン」についても触

れる内容となっており、観光の役

割を文化芸術側で無理に包括させ

る必要は無いと思う。文化芸術は

あくまでも、観光のコンテンツの

基となる創造をするに留め、それ

らをプロモーションし広めていく

活動は観光側に委ねる。文化芸術

側で包括するのではなく、両ドメ

インが深い連携を持って取り組ん

でいくべきだと思う。 

御意見いただいたとおり、県内の

経済活動の推進のためには、観光と

文化芸術の連携が重要であると考え

ることから、観光を担う部署や団体

と、文化芸術の創造性を尊重しなが

ら役割分担を行い、連携を深め、文

化芸術の魅力を生かした新たな経済

循環の創出など、両者に相乗効果を

もたらすことができるよう施策を推

進してまいります。 

５ 第４章 

施策の展開 

２８ 

私たちの団体はアーティストを

入れ、地域住民への新しい気付き

や体験の場の提供として動いてお

り、外向けへの発信（大きな展示

会や祭りを企画する）等について

は殆ど行っておらず、どの様にし

て、地域に文化芸術を落とし込ん

でいくか？と言う所に特化してい

る。とは言え、どこかで成果とし

て発信する場は頻度は高くないに

せよ必要であり、そうした発信も

行っているが、発信のみに集中し

てしまうと、文化芸術の最大の意

義である「民度の向上」に繋がら

ず、結果、何かをやったとしても

展示を行って、それで終わりと言

うこれまでのテンプレートと何も

変わらず、それでは文化芸術が権

威主義のまま何も変化は起きな

い。   

特に海外とのやり取りの中で思

うことは、日本の芸術は本当に権

威主義でそれが故に開かれたもの

とならず、常に同じ人が集まるコ

ミュニティになっていると感じて

いる。 

御意見いただいたとおり、文化芸

術が開かれたものとなって多くの人

に触れてもらうことは重要であると

考えており、そのためには、Ｎｏ．

３でお示ししたとおり、ディレクタ

ーや企画者、文化施設関係者等、ア

ーティストと地域住民の橋渡しを担

う方々が重要な役割を担っていると

考えております。 

従って、ビジョンにおいても方針

２のうち（３）「文化芸術活動を支

える人材の育成」を重点的施策に設

定しており、これら中間支援人材の

育成にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。 
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No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

６ ― ― 

少子高齢化によって担い手が減

ってきている「伝承芸能」を絶や

さぬための支援の充実と、稽古・

発表の場所の確保をお願いした

い。私どもの取り組む「能楽」に

ついていえば、 

①教育機関と連携した、「能楽」

の学校教育を通じた体験と青少年

の育成 

②本格的な「能」を体験できる

「能楽堂」の設置 

「能楽」の環境整備という視点

では、新県民会館のメインのホー

ルや平土間空間の「スタジオシア

ター」に仮設の能舞台設備の設置

を検討頂きたい。 

新県民会館で計画している大ホー

ルは、舞台を包み込むように緩やか

に弧を描く客席形状（馬蹄形）によ

り、豊かな音の響きや舞台の見やす

さにも配慮しており、クラシック音

楽やポピュラー音楽などの公演のほ

か、オペラ、ミュージカルなど様々

な舞台芸術、催事に対応できる「多

目的ホール」として整備を進めてお

ります。 

そのため、本施設では、能楽堂の

ように常設の能舞台は備えません

が、主催する方が仮設の能舞台を持

ち込み、大ホールやスタジオシアタ

ーの舞台上に設営していただくこと

により、能楽等の公演が可能と考え

ております。また、大ホールの客席

はご希望によっては、１階席部分

（約 1,280席）のみの貸し出しを

可能とする予定のため、このような

部分貸し出しのメリットを生かし

た、適当な規模・距離感による能楽

等の公演も可能と考えております。 

場所の整備の他の取組としては、

ビジョンの方針２（５）に掲げると

おり、伝統文化・文化財を将来にわ

たって確実に継承し、発展させられ

るよう、担い手確保に向けた環境整

備の支援等に取り組んでまいりま

す。 
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No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

７ － － 

現状の新県民会館の計画には稽古

場や作業場、ストックヤードが欠

落しており、創造機能が弱まって

「貸しホール化」する恐れがあ

る。創作環境がなければ地域独自

の新作が生まれず、人材定着も困

難となる。創作基盤を必須条件と

して整備し、それが困難な場合は

代替スペースも制度化することを

強く求める。 

 現在整備を進めている新県民会館

におきましては、約３００席設置可

能で大ホールの主舞台と同規模の広

さのスタジオを整備することとして

おります。バックヤード動線を確保

しており、リハーサル等様々な目的

で利用いただくことが可能ですの

で、スタジオを稽古場としても利用

いただけます。 

 作業場やストックヤードについて

は、専用のスペースは想定しており

ませんが、３階のアトリエ（創作

室）やギャラリー内を間仕切り壁で

区切ってご利用いただくなど、柔軟

な対応を検討してまいります。 

また、御意見いただいたとおり、

貸しホールとしての機能のみでなく

文化芸術の創造場所として活用して

いくことは新県民会館の重要な役割

の一つであると考えており、管理運

営計画においても様々な自主事業の

展開を計画しておりますので、頂い

た御意見を参考に具体的な事業につ

いて引き続き検討してまいります。 

８ － － 

宮城県では舞台技術者や制作者

が不足し、若手は県外流出、中堅

層は活動継続が困難な状況にあ

る。中劇場規模の創作を担う人材

も育っていない。研修やフェロー

シップ、滞在制作を制度化し、専

門職が地域に根づくキャリアパス

を確立することを強く求める。 

新県民会館の管理運営計画で、運

営の基本コンセプトとした３つの視

点の中で「育てる」を掲げており、

人材の育成は県の文化施設として重

要な役割の１つであると認識してお

ります。新県民会館でのアソシエイ

トディレクター等専門人材の登用及

び活用や劇場関係者向け研修の実施

等、御意見を参考に、具体的な事業

について検討を進めてまいります。 

９ － － 

既存の専門学校では卒業後に県

内で働くモデルが乏しく、人材流

出が常態化している。中劇場規模

の作品を支える総合的技能や、分

野横断的能力を育成するため、２

年制の劇場併設アカデミーを設置

し、教育と劇場を接続する仕組み

を整えるべきと考える。 

現時点では劇場併設アカデミーの

設置は計画しておりませんが、Ｎｏ.

８でお示ししたとおり人材育成の取

組は重要と考えており、専門学校や

大学等との連携やワークショップの

実施等、御意見を参考に具体的な事

業について検討を進めてまいりま

す。 
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No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

１０ － － 

400～800 席の中劇場は高度な

技術運用を要する。設備を活かす

ためには、舞台美術・照明・音

響・制作統合などを体系的に学ぶ

研修体制が不可欠であることか

ら、中劇場対応型人材を育成する

仕組みを整備することを強く求め

る。 

Ｎｏ.８でお示ししたとおり人材育

成の取組は重要と考えており、みや

ぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）

の事業で舞台技術向け研修を実施し

ております。頂いた御意見を参考

に、舞台関係を学ぶ研修の充実に向

けて、検討を進めてまいります。 

１１ － － 

外国人居住者や留学生が増える

中、現行政策は「既存県民」中心

で多文化化に対応できていない。

新県民会館で国際共同制作や多言

語対応、国際資源の活用、DX 基盤

整備等を基本方針として制度的に

位置づけ、宮城県を国際交流拠点

として再構築することを強く求め

る。 

第４期ビジョンにおいて、文化芸

術は多文化共生社会の基盤となる旨

を掲げており、また新県民会館の管

理運営計画では、基本理念の一つに

「アート×エンターテイメント×テ

クノロジー」を掲げています。テク

ノロジーを活用した多言語対応等に

より、文化参加の障壁が大幅に低減

し、アクセシビリティが確保される

ことから、様々な文化の方が新県民

会館をしやすくなり、国際交流にも

有用であると考えております。 

１２ － － 

宮城県は、東日本大震災など、

熊本地震や能登半島地震等の全国

的な災害経験と密接に連動する災

害・復興の知見を有しており、さ

らには福島原発事故の長期的課

題、自然との共生（熊害）という

新しい倫理的テーマ、そして東北

学生演劇祭の中止に象徴される若

者文化の持続課題も存在する。新

県民会館は、これらの社会的・文

化的知見を創造・研究・共有のプ

ラットフォームとして統合する役

割を担うべきであり、震災文化を

地域独自の「未来構想の資源」と

して政策に組み込むことが不可欠

と考える。 

新県民会館が掲げる「そこにしか

ない文化を創造し、共に育む」とい

うコンセプトを踏まえ、東日本大震

災を始め、宮城県や東北地方の歴史

や自然、文化の側面を政策に反映す

ることは重要な視点と考えます。ま

た、若者の文化活動を支える取組

は、県全体の文化芸術における創造

力の維持・向上の観点から重要な課

題として認識しておりますので、今

後の事業設計において参考にさせて

いただきます。 
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No. 項目 該当 

ページ 
意見の概要 回答 

１３ － － 

宮城県は人口減少が急速に進

み、来館者数や満足度といった量

的指標に依存した政策評価は、施

設運営の成果を誤って判断させる

危険がある。特に新県民会館のよ

うな創造型文化施設では、来館者

数の増減が政策目的の達成度を正

確に反映しない可能性が高い。例

えば、人材定着率、新作件数、共

同制作数、国際交流事業数等、人

口規模に左右されず、地域の創造

性・国際性・継承性を適切に測定

できる〈質的指標〉へ転換するこ

とが不可欠と考える。 

ご指摘のとおり、政策の評価にお

いて、量的指標のみならず質的指標

も重視すべき観点であると考えてお

ります。新県民会館が、開館後に運

営の基本コンセプト「そこにしかな

い文化を創造し、共に育み、豊かな

暮らしを次代につなげる」を体現で

きるよう、第４期ビジョンに記載し

た全体指標及び方針ごとの指標（量

的指標）のほか、質的指標にも目を

向け、文化芸術事業をより効果的に

実施できるよう、検討を進めてまい

ります。 

 


